
　望ましい環境像を実現するための基本目標に対して、個別目標及び施策方針を
定め、全体として次のような環境施策の体系とします。

1-1-1　森林の植生と生態系の保護

1-1-2　山岳地及び里山の森林整備

1-2-1　水辺の生態系の保護

1-2-2　親しみやすい水辺環境の整備

1-3-1　海岸地形の保全

1-3-2　海浜植物の保護

1-4-1　貴重な野生動植物の保護

1-4-2　生物多様性の確保

1-4-3　人と野生の動植物との共生

1-4-4　外来種及び鳥獣被害対策の推進

1-5-1　自然豊かな農地の保全

1-5-2　環境に配慮した農業の推進

2-1-1　大気汚染の防止

2-1-2　悪臭の発生抑制

2-2-1　水質汚濁の防止

2-2-2　上水道の整備及び水源地の保全

2-2-3　下水道の整備

2-3-1　土壌汚染の防止

2-3-2　地下水汚染の防止

2-4-1　騒音と振動の軽減

2-5-1　化学物質による環境汚染の防止

2-5-2　自然災害の防止

2-6-1　ごみの不法投棄の撲滅

2-6-2　ごみの散乱防止

2-6-3　環境美化活動の促進

2-7-1　３Rの普及促進

2-7-2　廃棄物の適正処理の促進

3-1-1　文化財の保護

3-1-2　歴史景観の保全

3-1-3　町並みの保全と創造

3-2-1　市民が憩える公園や広場の整備

3-2-2　快適で人にやさしい生活環境の整備

3-2-3　身近な緑の確保（緑化の推進）

4-1-1　温室効果ガス排出量の削減

4-1-2　省エネルギー・新エネルギー対策の推進

4-1-3　二酸化炭素吸収源対策の推進

4-2-1　オゾン層の保護と酸性雨の防止

4-3-1　海岸漂着ごみ対策の推進

5-1-1　主体間における環境情報の共有化

5-1-2　主体間の良好なﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの形成

5-2-1　環境教育・環境学習の積極的な推進

5-2-2　環境問題に対する意識啓発の推進

5-2-3　食育と地産地消の推進

5-3-1　進捗管理計画

5-3-2　計画進捗管理委員会の設立

1-2　川や湖沼の水辺と親しみ、これを大切にする

1-3　美しい海岸を大切にする

1-4　野生の動植物を保護し、生息・生育環境を大
切にする

1-5　農村の自然環境を大切にする

2-1　さわやかで気持ちの良い空気を守る（大気環
境の保全）

2-2　清らかなおいしい水を守る（水環境の保全）

2-6　ごみや汚れのない美しいまちを創造する

3-1　歴史と伝統を継承し、新たな文化を創造する

2-3　土壌と地下水の安全を守る

2-7　資源を大切にする循環型社会を作る

3-2　快適な暮らしと生活空間を創造する

4-1　地球温暖化対策を推進する

5-1　協働体制の確立

5-2　環境教育・環境学習の実施

5-3　計画の進捗管理体制の整備

2-5　安全・安心な生活を確保する

2-4　静かで落ち着いた環境を守る

4-2　オゾン層の保護と酸性雨対策を推進する

4-3　ごみによる海洋汚染の防止を推進する

1-1　山々の緑と水を大切にする１　緑豊かな山々と美しい水辺の
ある自然と親しみ自然と共生
する

２　清潔で安全・安心な生活の中
で資源の循環を追求する

３　歴史と伝統のある地域社会の
中で快適な暮らしを創造する

４　地域から世界を考え地球環境
の保全に取り組む

５　環境の保全に市民・事業者・
行政が一体となって取り組む
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3 環境施策の体系




